
広島市健康福祉局介護保険課

　１．介護サービス情報の公表制度とは

〔制度の目的〕

　２．介護サービス情報の公表制度の仕組み

写真、動画の掲載／従業者や利用者の特色／サービス内容の特色
／定員に対する空き状況等（事業所任意）

運営情報

基本情報

区　分

　介護保険法に基づき、平成１８年４月からスタートした制度です。
　利用者が介護サービスや事業所・施設を比較・検討して適切に選ぶため
の情報を都道府県又は指定都市が提供する仕組みです。

■事業所情報の公表までの流れ

　①各事業所は、市が定める計画に基づき、毎年１回、直近の事業所
　　情報を、市が指定した「指定情報公表センター」に報告。

　②「指定情報公表センター」は事業所から報告された内容を審査。

　※市が必要と認めた事業所については、報告された内容について、
　　市が指定した「指定調査機関」による書面調査を実施。

　③「指定情報公表センター」はインターネットに事業所情報を公表。

■公表される内容

内　容

事業所の特色

利用者の権利擁護の取組／サービスの質の確保の取組／相談・苦
情等への対応　等

事業所・法人等の名称、所在地／従業者に関するもの／提供サー
ビスの内容／利用料　等

令和５年度
介護サービス情報の公表制度について

《利用者・家族に対して》

公表された情報を活用して自ら介護

サービス事業者を適切に選択することが

できるための支援。

《介護サービス事業者に対して》

公表のプロセスを通じて事業所の
サービスの質の改善への取組みを促進

させる。
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※「介護サービス情報の公表」制度における調査に関する指針（平成30年7月1日策定）

指定3年目の事業所（R3年度に指定を行った事
業所） 書面調査
事業者自ら調査を希望する場合

介護サービス情報の公表制度の仕組み（イメージ図）

報告内容に虚偽が疑われる場合

■書面調査の対象事業所等（市が必要と認めた事業所）

調査方法１　調査を行う事業所

訪問調査

２　調査を行わない事業所

外部評価が義務付けされている地域密着型サービス事業所

福祉サービス第三者評価を実施している事業所

利

用

者

介護サービス情報公表システム《国の一元管理》

市長

指定情報公表センター

指定調査機関
介護サービス事業所・施設

《介護サービス情報》

■基本情報
基本的な事実情報

（例）事業所の所在地、従業員数、
営業時間、サービス内容 等

■運営情報
介護サービスに関する具体的な取組み状

況
（例）外部機関との連携、苦情対応の状況、

職員研修の状況 等

指定

調査

○更新申請時等、事業者自

ら希望する場合〔書面調

査〕

○虚偽報告が疑われる場合
〔訪問調査〕

公表
○報告された内容について

公表を行う

調査

報告
（年１回）

閲覧

反
映

《「指定情報公表センター」及び「指定調査機関」》
名 称：一般社団法人 広島県シルバーサービス振興会
住 所：〒734-0007

広島市南区皆実町一丁目６番29号
電 話：082-254-9699／ＦＡＸ：082-254-9690
メール：peqqu001@hiroshima-silver.or.jp
Ｈ Ｐ：http://www.hiroshima-silver.or.jp/publication_center/

「公表」及び「調査」に係る手数料に
ついては、「徴収しない」こととして
います。
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　３．対象サービス
　令和5年度の対象サービスは，次のとおり。

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

（介護予防）通所リハビリテーション

夜間対応型訪問介護

（介護予防）短期入所生活介護

（介護予防）認知症対応型通所介護

地域密着型通所介護

（介護予防）短期入所療養介護

（介護予防）特定施設入居者生活介護
　※養護老人ホームに係るものを除く。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

（介護予防）福祉用具貸与

（介護予防）特定福祉用具販売

介護保健施設サービス

介護療養施設サービス
　※入院患者の定員が８名以下である病院又は診療所に係るものを除く。

（介護予防）小規模多機能型居宅介護

地域密着型特定施設入所者生活介護
　※養護老人ホームに係るものを除く。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

居宅介護支援

（介護予防）認知症対応型共同生活介護

介護福祉施設サービス

（介護予防）訪問リハビリテーション

訪問介護

※介護予防サービスを本体サービスと一体的に運営している場合で、いず
れも報告の対象である場合、一体的に報告（調査）を行います。

令和5年度　対象サービス

介護医療院

（介護予防）訪問入浴介護

通所介護

（介護予防）訪問看護

看護小規模多機能型居宅介護
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　４．対象事業者について

　◎報告・調査・公表の対象事業者の確認のためのフローチャート

はい

基本 運営
Ａ ― ―

Ｂ 必須 ―

Ｃ 必須 必須

Ｄ 必須 必須

任意

―

　　※「―」は、この制度の対象外となるが、事業者において実施を希望する場合は、
　　　その実施を妨げるものではありません。
　　　実施を希望する事業者は、指定情報公表センター（指定調査機関）に連絡のうえ、
　　　指示を受けてください。

区分

―

―

必須

事業所の特色

任意

任意

調査

いいえ

いいえ
いいえ

R5.1月以降の
新規指定である。

はい
■R3年度に新規指定を行った事業所

　

■自ら調査を希望する事業所

上記いずれかの事業所を開設してい
る。

いいえ

R4.4月～R5.3月の介護報酬の受領額（合計）が
100万円を超える事業所を開設している。

はい

―

■市の指定する外部評価機関による外部評価が義務付けられ
ている地域密着型介護ｻｰﾋﾞｽ事業所
・認知症対応型共同生活介護（予防含む）
■介護・医療連携推進会議又は運営推進会議等において外部
評価を行う旨義務付けられている地域密着型介護サービス事

業所
・小規模多機能型居宅介護（予防含む）
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・看護小規模多機能型居宅介護

■福祉サービス第三者評価を受審している事業所

上記いずれかの事業所を開設している。

報告・公表

はい

みなし指定
である。

はい

いいえ

Ａ

Ｂ Ｃ Ｄ
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　５．報告及び調査の方法
　　（１）報告の方法

　　（２）調査の方法

　○インターネット上の「報告システム」を使って各種事業所情報を
　　提出します。

　○運営情報で「あり」にチェックをつけた項目について、その根拠
　　となる「確認のための材料」を指定調査機関に郵送します。

■「確認のための材料」（原本のコピー）は、指定情報公表センターから報告・
調査依頼文書と一緒に発送される返信用レターパックを使って郵送します。

■その他、詳細及び留意点等は、公表センターからの通知文を参照してください。

■報告システム（事業所報告用）アドレス
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/houkoku/34/
※ログインのためのＩＤ・パスワードは指定情報公表センターから通知されます。

■その他、詳細及び留意点等は、公表センターからの通知文を参照してください。

■同一事業所で複数のサービスを行っている場合、それぞれの
サービスについて、前頁フローチャートのＡ～Ｄの区分に応じ
た報告等を実施します。

※一体的に報告等ができる場合は、本体サービスと予防サ－ビスを
一体的に運営している場合で、かつどちらも報告等の対象となっ
ている場合のみ。

※介護保険法第71条及び第72条に規定される、いわゆるみなし指
定事業所でも上記フローチャートに基づいた報告等を実施します。

■前頁フローチャートに基づき、対象外であるにも関わらず市が定め
る計画に掲載のある場合又は対象であるにも関わらず市の計画に掲
載がない場合は、広島市介護保険課にご連絡ください。

■調査の実施に関して、自ら調査を希望する場合又は福祉サービス第
三者評価を受審しており調査の免除を希望される場合は、別途指定
調査機関までご連絡ください。

■令和５年度（～令和６年３月31日）中に、休止又は廃止（指定
辞退）をする予定が決まっている場合は、指定情報公表センターま
でご連絡ください。
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　６．公表された情報の変更について
○事業所の特色

○上記以外の報告情報（基本情報）

　７，問い合わせ先

（指定情報公表センター及び指定調査機関）
一般社団法人広島県シルバーサービス振興会
　〒734-0007
　　広島市南区皆実町一丁目６番29号
　　広島県健康福祉センター内

TEL：082-254-9699
FAX：082-254-9690
ﾒｰﾙ：peqqu001@hiroshima-silver.or.jp
H P：http://www.hiroshima-silver.or.jp/

広島市健康福祉局高齢福祉部介護保険課事業者指定係
　〒730-8586
　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

TEL：082-504-2721
FAX：082-504-2136
ﾒｰﾙ：kaigo@city.hiroshima.lg.jp
H P：https://www.city.hiroshima.lg.jp/

　事業所において随時更新可能です。
　報告システムにログインし、更新できます。
　指定情報公表センターの審査はなく、更新された情報が即時そのまま
　公表されます。

■計画及び介護サービス情報の公表制度全般に関すること

■報告事務及び調査事務に関すること
（報告システムに関することを含む）

　報告システムにログインし、該当項目を修正、指定情報公表センターに
送信。指定情報公表センターにて修正提出後の調査票を審査後、公表。
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